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令和５年度（2023年度） 就学援助申請手続きについて 

大阪市では、経済的に困られている家庭の保護者の方に、学校教材費や給食費などを援助す

る「就学援助制度」を設けています。 

援助を希望される方は、別に配付しています「令和５年度(2023 年度)就学援助制度のお知

らせ」をよくご覧のうえ申請を行ってください。 

 

 

 

 

１ 申請受付期間（郵送の場合当日消印有効） 

申請区分と審査 申請理由 申 請 期 限 審査結果通知 

早期２（書類審査） ① ～ ⑪ 令和 5年 3月 13日(月) ５月末日予定 

一般１（税情報利用） ① と ⑫ 令和 5年 5月 12日(金) ８月末日予定 

一般２（書類審査） ① ～ ⑫ 令和 5年 6月 30日(金) ８月末日予定 

 

２ 提出先及び提出方法 

・申請書は、児童・生徒が在学する学校まで持参または郵送で提出してください。 

・港区内の小学校・中学校にきょうだいが在学する場合は、在学する小学校または中学校の

いずれかにまとめて提出することができます。 

※申請書類は通学する学校ごとに提出が必要です。 

・認定された場合の就学援助費の支払方法は、できるだけ徴収金届出口座への口座振替の利

用をお願いします。他の口座への振替をご希望の場合は届出用紙をお渡ししますので、学

校へご連絡ください。（令和４年度に登録済みの場合は不要です。） 

※担当者が「申請書」を受け付けた際には、「受領書」をお渡しします。郵送でご提出の

場合は、「受領書」を郵送します。申請書を提出したにもかかわらず受領書が届かない

場合は、お手数ですが弁天小学校までご連絡ください。 

 

３ 問い合わせ、提出先 

大阪市立弁天小学校 事務室   

住  所 〒552-0007 大阪市港区弁天 2-9-35 

電話番号 06-6573-5812 

早期２申請で申請された場合、申請結果が早く決定し、認定を受けた場合は６月以降の

児童・生徒費や学校給食費が徴収されませんので、早期２申請をおすすめしています。 

ただし、税情報利用や申請理由⑫番で申請される場合は一般申請となります。 


